
第11号六本木三丁目児童遊園周辺地区
整備検討会ニュース

令和５年 11月発行　港区

■日時：令和５年10月16日（月）
　　　 18：30～20：00

■場所：麻布地区総合支所　会議室

■出席者：10名（オブザーバー１名）

　残暑の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

　日頃より港区のまちづくりへご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。

　港区では「六本木三丁目児童遊園周辺地区」の治安の改善を図るとともに、安全・安心な環境整備と

新たなにぎわいの創出を目指し、検討を行っています。

　そこで、去る10月16日に地元の皆様にご意見を伺う「六本木三丁目児童遊園周辺地区整備検討会

（以下、検討会）」の第8回を開催しました。

　本紙では、検討会のご報告と当日いただいた主なご意見をご紹介いたします。

　今後も検討会ニュースにて、整備に向けた検討状況をご報告して参りますので、ご理解・ご協力の

程よろしくお願い申し上げます。

　第７回検討会は、①再整備の内容（イメージパース含む）、

②維持管理についてご議論いただきました。当日はたくさんの

貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

　再整備については、今回の検討会でお示しした計画を基に、

来年１月頃に工事に着工する予定です（令和７年３月竣工予定）。

　維持管理については、工事竣工までの期間の中で、継続的に

議論させていただき、当地区ならではの維持管理方法を検討し

ていきたいと考えております。

　裏面にて、当日いただいた主なご意見をご紹介いたします。

１ 第８回検討会開催のご報告

開催概要

当日の様子

当地区における維持管理の方向性

路上飲み

タバコの喫煙及びポイ捨て

ゴミのポイ捨て

トイレ内での犯罪

当地区固有の立地環境で起こり得る問題

...etc

対応策（案）

・ 地元の参画

・警備員等による有人管理　等

⬆
民間企業からネーミングライツ

やデジタルサイネージによる広

告収入等によって資金を得て、

その資金を当地区に還元

・区による定期清掃

　（１日２回）

・ 区による植栽の剪定

　（適宜実施）

・ 青色パトロールカーによる巡回

　（朝１回夕１回）

通常の管理運営 特殊な管理運営



［TEL］03-5114-8815　［FAX］03-3585-3276
連絡先：港区麻布地区総合支所　まちづくり課　まちづくり係（担当：飯塚・渡辺）

◎ご質問・ご意見等、随時受付けておりますので、下記までご連絡ください。

２ 当日の主なご意見と事務局からの回答

１．整備内容について
・児童遊園内に遊具が１つもないが、設置しないのか。

　➡現在の児童遊園にも固定遊具は設置しておらず、再整備後も遊具の設置は想定していません。ただし、将来

　的に子供が遊べるイベントを開催する等、ソフト面で対応していければと考えています。

・現在、児童遊園内に設置されている六本木市西町会の防災倉庫はどのようになるのか。

　➡再整備後も設置することを想定しています。

・街路灯の明るさについて、従来よりもかなり明るくなるとの説明であったが、周辺へ配慮し、照度を落とすこと
や、足元灯のみにするといった工夫をする必要があるのではないか。

　➡部分的に照度を落とすことや、ルーバーによって角度を調整すること等を検討します。

２．維持管理について

・当児童遊園には遊具もなく、トイレ利用についても自宅の方が近いことから、子供・子連れは利用しないだろう。

・児童遊園の夜間開放のために、民間企業から様々な方法で資金を集めることはアイディアとしては面白いが、

多額の費用がかかるのであれば、あえて夜間開放しなくても良いのではないか。

・児童遊園の夜間開放は資金がないと実現できないため、区からある程度資金提供してもらうことも１つの手であろ

う。そのうえで、足りない分についてはアイディアを出す必要がある。

・地元メンバーで酔客等へ注意することはできないため、警備の専門家に任せる必要がある。

・警備員が酔客へ注意するにしても、根拠となる条例等のルールがなければトラブルになってしまう。条例等のルー
ルを罰則付きに強化し、それに基づき、警備会社に警備してもらうのが良いだろう。

・飲酒行為は児童遊園内だけで禁止すれば良いわけではない。路上飲酒をなくす努力が必要である。そのため、

“公共の場”での飲酒を禁止する条例等のルールを作る必要がある。

・ルールについては、都条例や法律の制定はハードルが高いため、港区として条例化するのが良いだろう。“ゼロ
六本木”をベースとして路上飲酒禁止条例を作ってもらいたい。また、渋谷区では、区条例でハロウィン等の日時

限定で、路上飲酒を禁止する条例を作っているので参考にしてもらいたい。

　➡条例等のルールについては区内部で検討します。

・犯罪抑止のために、夜間はデジタルサイネージに防犯カメラ映像を流してはどうか。

　➡デジタルサイネージに防犯カメラ映像を流すことは技術的に可能と考えます。

・児童遊園内に禁止行為の絵を設置してはどうか。わかりやすい警告を出しておいた方が良い。

　➡注意喚起の看板を設置することは可能です。

・公衆トイレについては、六本木は24時間眠らない街のため、24時間利用可能であってほしい。しかし、安全性を確保

するために、利用履歴を残すような仕組みにしてはどうか。

　➡公衆トイレの利用時間は今後検討していきます。

・収益を得るためのネーミングライツやデジタルサイネージによる広告収入の検討には、広告代理店を入れた方が良い。

・ネーミングライツについては賛成であり、収益が得られるのであれば実施すべきである。ただ、施設の冠に企業名が

入ることについて地元への配慮が必要である。

・デジタルサイネージによる広告収入については、当地区に１機しかない点が気になる。企業としては、街のサイ
ネージをジャックすることで広告効果を得ているが、当地区の立地と設置枚数で企業が魅力に感じるか疑問である。

・収益を得る方法としては、イベントスペースとして活用することも考えられる。今は“行かない場所”かもしれ

ないが、イベントで当地区を使う体験をすることで、“綺麗になって安心できる場所となった”ということが伝わると良い。

　➡広告代理店等に相談しつつ、検討していきます。


